
 　1　概要　「稼ぐ力」の強化や「働いてもらい方改革」に取り組む中小企業者および

　　　　　　　　小規模事業者への支援

●　売上増加につながる事業規模拡大に意欲的に取り組む、

　　中小・小規模事業者に対し、経費の一部を補助

●　特に、マイクロワーク（超時短勤務：業務を細分化することにより）

　　短時間の就労を可能とするものなど「新たな働く環境づくり」に

　　取り組む事業者を重点的に支援

 　2　対象者　県内に主たる事務所を有する中小企業者および小規模事業者

 　3　補助率　1/2～2/3以内

　 4　その他　令和７年度「小規模事業者パワーアップ補助金」において、

　　　　　　　 　　「働いてもらい方改革枠」の採択事業者の皆様が取り組んだ

　　　　　　　 　　「新たな働く環境づくり」の成果事例について、ホームページで紹介

　　　　　　　 　　しています。参考にしていただけますようお願いいたします。

https://www.gifushoko.or.jp/business/caceeffort/

　 　現在、詳細は未定でございます。決まり次第、HPにてご案内いたします。

　 　垂井町商工会では、専門家の先生による、個別相談会を実施しています。

　

　お問合せ先：垂井町商工会　0584-22-0390

　　岐 阜 県 小 規 模 事 業 者 持 続 化 補 助 金　

　　　 　中 小 ・ 小 規 模 事 業 者

　   　パ ワ ー ア ッ プ 応 援 補 助 金

　 　　岐阜県では、令和８年度「中小・小規模事業者パワーアップ応援補助金」を実施予定です。

 　※ 現時点（令和８年度予算案ベース）の内容のため、変更が生じる場合もあり得ますのでご注意願います。

https://www.gifushoko.or.jp/business/caceeffort/

